
令和７年度吉岡町国民保護協議会　会議録 

  

１　開催日時 

　　令和８年２月１７日（火）午後１時３０分から２時００分まで 

 

２　開催場所 

　　吉岡町役場２階大会議室 

 

３　出席者 

　　吉岡町国民保護協議会委員１８名（会長含む），代理出席者２名 

 

４　運営 

　　総務課協働安全室 

 

５　会議次第 

　（１）開会 

　（２）あいさつ 

　（３）資料確認等 

　（４）議事 

（議題１）吉岡町国民保護計画（修正案）について 

（議題２）吉岡町国民保護対策本部及び緊急対処自体対策本部の組織及び運 

営に関する規程の廃止について 

　（５）その他 

　（６）閉会 

 

６　議事の要旨 

　（１）開会のことば 

　　〈事務局〉 

　　　それでは時間となりましたので、これより、吉岡町国民保護協議会を開会します。

申し遅れましたが、私は本日の進行を務めさせていただます、総務課協働安全 

室の矢島と申します。よろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、吉岡町国民保護協議会会長であります、柴﨑町長からご挨

拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

　（２）あいさつ 

　　〈会長〉 

　　　皆様こんにちは。まず皆様には、本町の国民保護協議会の委員をお引受けいた

だき、また本日はお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。皆様

には、日頃から本町の防災危機管理の推進のみならず、町政につきましても格別の

ご理解ご協力を賜っておりますことに、この場をお借りしまして改めて感謝申し上げ 



ます。 

さて、本日の国民保護協議会では、吉岡町国民保護計画の修正案を提示させ

ていただきますが、今回の計画修正は平成２０年２月以来、およそ１８年ぶりの修

正でございます。幸いにもこの間、武力攻撃等による被害、対策本部を立ち上げ

るような事態はございませんでしたが、現在の町の組織体制や基本的な方針、緊

急事態への対処方法等を反映させるためにも、計画の修正が必要不可欠となっ

ております。 

委員の皆様には改めて慎重なご審議をお願い申し上げまして、簡単ですが開

会の挨拶とさせていただきます。 

　　　　本日は、よろしくお願いいたします。 

　（３）資料確認等 

　　〈事務局〉 

ありがとうございました。 

　　　続いて、議題に入ります前に、まず本日お配りした資料の確認をさせていただき 

ます。 

資料１　吉岡町国民保護協議会次第 

資料２　吉岡町国民保護協議会委員名簿 

資料３　吉岡町国民保護協議会席次表 

資料４　武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（抜 

粋） 

資料５　吉岡町国民保護計画（修正案）に係る意見照会回答一覧表（抜粋） 

資料６　吉岡町国民保護計画（案）令和８年２月１７日版 

資料７　吉岡町国民保護計画新旧対照表 

資料８　吉岡町国民保護計画【修正の概要】 

資料９　吉岡町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織及び運営 

に関する規程 

資料１０市町村国民保護計画の事務の流れ 

資料１１吉岡町国民保護協議会委員報酬振込確認書 

以上の資料になりますが、不足等はございませんか。ないようでしたら、続きまして、

本日の国民保護協議会の目的等について、改めて説明させていただきます。資料

４武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（抜粋）をご覧く

ださい。第３９条第３項に、市町村長は国民の保護に関する計画を作成し、又は変

更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならないとあります。本

日の協議会は、この条文に基づき、約１８年ぶりに修正を行う吉岡町国民保護計画

の審議をお願いするものであります。 

また、会長及び委員につきましては、第４０条にありますとおり、会長は町長をもっ

て充てることとされ、委員は第４０条第４項第１号から第８号の各号に掲げられた者を

もって充てることとされております。本日、ご出席いただきました皆様におかれまして

は、この条文に基づきまして、先日、国民保護協議会委員に委嘱をさせていただい

たところです。快く受諾していただき誠にありがとうございました。 



では、この後、議事に入りますが、議事進行につきましては、吉岡町国民保護協

議会条例第４条第１項に基づき、会長であります柴﨑町長に議長となっていただき、

進行をお願いしたいと思います。 

それでは、町長、よろしくお願いいたします。 

　（４）議事 

　　〈会長〉 

　　　始めに、議題１）吉岡町国民保護計画（修正案）について、議題２）吉岡町国民保

護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程の廃止に

ついては、関連がございますので、一括の説明とさせていただきます。それでは事

務局より説明をお願いします。 

　　〈事務局〉 

　　　議題１について「資料５．６．７．８」により説明 

　　　議題２について「資料９」により説明 

 

　　〈会長〉 

　　　以上で、議事の説明が終わりました。質疑応答に入ります。質疑ございますか。 

質疑がないようですので、これよりこれより議題１），議題２）それぞれにつきまして、

ご承認いただけるかお諮りいたします。 

まず議題１）吉岡町国民保護計画（修正案）について、の承認についてお諮りしま

す。ご承認いただける方は挙手をお願いいたします。 

ありがとうございます。異議なしとし、以上の内容で吉岡町国民保護計画を修正さ

せていただきます。 

続きまして、議題２）吉岡町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組

織及び運営に関する規程の廃止について、お諮りします。説明のとおり規程の廃止

にご承認いただける方は挙手をお願いいたします。 

ありがとうございます。異議なしとし、規程の廃止手続きを進めさせていただきま

す。 

　　　以上で全ての議事が終了しましたので、ここで議長の座を降ろさせていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

　　〈事務局〉 

　　　柴﨑町長ありがとうございました。 

 

　（６）その他 

　　〈事務局〉 

それでは、最後に５．その他　として事務局より事務連絡をさせていただきます。 

今後の予定について「資料１０」により説明 

報酬について「資料１１」により説明 

　（７）閉会 

　　〈事務局〉 

　　　以上をもちまして、吉岡町防災会議を閉会いたします。大変ありがとうございまし



た。なお、この後休憩を挟み、委員の皆様がそろい次第、吉岡町防災会議を開

催しますので、防災会議委員として委嘱されている委員の皆様は、休憩後お早

めにお席にお戻りください。


